
 
 
 
 

 

「とも」は日
に
本
ほん
での生活

せいかつ
に役
やく
立
だ
つ情報
じょうほう

や日
に
本
ほん
語
ご
を勉強
べんきょう

するためのヒントなどをふりがな付
つ
き日

に
本
ほん
語
ご
と

9言
げん
語
ご
（ベトナム語

ご
、中
ちゅう

国
ごく
語
ご
、フィリピノ語

ご
、インドネシア語

ご
、タイ語

ご
、カンボジア語

ご
、ミャンマー語

ご
、

モンゴル語
ご
、英

えい
語
ご
）で発行

はっこう
しています。

（https://www.jitco.or.jp/ja/tomo/）

       

夏季号



「銀行
ぎ ん こ う

口
こ う

座
ざ

」について
注
ちゅう

意
い

することってなんだろう…？
 

日
に

本
ほん

での生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な銀行
ぎんこう

口
こう

座
ざ

。銀行
ぎんこう

口
こう

座
ざ

はお金
かね

を預
あず

けて貯
た

めておくことだけではなく、給
きゅう

与
よ

の受
う

け
取
と

りや海外
かいがい

送金
そうきん

などさまざまなお金
かね

のやりとりに使
つか

います。通 帳
つうちょう

やキャッシュカードはなくさない
ように十 分

じゅうぶん
に 注

ちゅう
意
い

をして、使
つか

わないときは大切
たいせつ

に保
ほ

管
かん

しておきましょう。
 

以下
い か

に当
あ

てはまるときは、口
こう

座
ざ

を作
つく

ったところ（銀行
ぎんこう

などの金融
きんゆう

機
き

関
かん

）に連絡
れんらく

しなけ
ればいけません。

 住 所
じゅうしょ

や在 留
ざいりゅう

期
き

間
かん

・在 留
ざいりゅう

資
し

格
かく

が
変
か

わったとき
 仕

し

事
ごと

をやめたとき

 通 帳
つうちょう

やキャッシュカードを
なくしたとき

 帰
き

国
こく

するとき

一
いち

部
ぶ

の金融
きんゆう

機
き

関
かん

では、在 留
ざいりゅう

期
き

間
かん

が完
かん

了
りょう

した口
こう

座
ざ

からお金
かね

を引
ひ

き出
だ

すことや振
ふ

り込
こ

み手
て

続
つづ

きを 行
おこな

うこ
とができなくなっています。これは不

ふ
正
せい

に譲
ゆず

られた口
こう

座
ざ

が、特殊
とくしゅ

詐欺
さ ぎ

などの犯罪
はんざい

に使
つか

われないように
するためです。そのため、在 留

ざいりゅう
資
し

格
かく

の変更
へんこう

などで日
に

本
ほん

での滞在
たいざい

期
き

間
かん

を延
の

ばすときは、 必
かなら

ず金融
きんゆう

機
き

関
かん

へ申
もう

し出
で

ましょう。申
もう

し出
で

がない場
ば

合
あい

は、正
ただ

しい在 留
ざいりゅう

であると確認
かくにん

できるまで自
じ

分
ぶん

の口
こう

座
ざ

であっても
お金

かね
を引

ひ
き出

だ
すことができないことがあるので十 分

じゅうぶん
に 注

ちゅう
意
い

しましょう。
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以下
い か

の行
こ う

為
い

は犯罪
はんざい

です！
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通帳
つうちょう

やキャッシュカードを他
た
人
にん
に売

う
る・譲

ゆず
る・貸

か
すことは犯罪

はんざい
です。またインターネットバンキングのログイン

情報
じょうほう

を教
おし
えて、口

こう
座
ざ
を他

た
人
にん
に利

り
用
よう
させることも犯罪

はんざい
です。フェイスブックなどの交流

こうりゅう
サイト（SNS）で「あなた

の口
こう
座
ざ
を高

たか
く買

か
います」などのメッセージが流

なが
れてきても応

おう
じてはいけません。

キャッシュカード・デビットカード・クレジットカード等
とう
の偽

ぎ
造
ぞう
にかかわってはいけませ

ん。偽
ぎ
造
ぞう
されたカードを持

も
つこと、偽

ぎ
造
ぞう
カードを使

つか
うことも犯罪

はんざい
です。

必要
ひつよう

な免許
めんきょ

等
とう
や登録

とうろく
を受

う
けずに海外

かいがい
送金
そうきん

サービスを行
おこな

っている‟地下
ち か

銀行
ぎんこう

“などを使
つか
っては

いけません。

犯罪
はんざい

に関係
かんけい

するお金
かね
を持

も
っている人

ひと
をわからなくして、捜

そう
査
さ
から逃

のが
れようとすること（マネ

ー・ロンダリング）が疑
うたが

われるような取引
とりひき

にかかわってはいけません。 

注
ちゅう
意
い
しよう！

役所
やくしょ

の職員
しょくいん

や警察官
けいさつかん

、銀
ぎん
行
こう
員
いん
などがキャッシュカードの番号

ばんごう
や暗証

あんしょう
番号
ばんごう

を聞
き
くことは絶対

ぜったい
にありません。

口
こう
座
ざ
を他

た
人
にん
に譲

ゆず
るなど、違

い
法
ほう
なことをすると日

に
本
ほん
に在留

ざいりゅう
できなくなったり、来日

らいにち
できなくなることがあります。 

出典：金融庁HP（https://www.fsa.go.jp/user/livinginjapan.html）を基に JITCOが作成 

ダマされないで！ 

大
だい

丈
じょう

夫
ぶ

…
なのかな？ 


